
クマ類の生息状況、及び被害状況等について（途中経過）

資料2
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クマ類（ヒグマ・ツキノワグマ）の分布・生息状況

○ クマ類は34都道府県に恒常的に分布し、四国を除いたすべての地域で分布が拡大。
○ 低標高域での分布の拡大は、クマ類が人の生活圏に近づいていることを示している。
○ 各都道府県による推定個体数は、増加傾向が多い。

クマ類の分布メッシュの増減率
（平成15年度→平成30年度）

出典：環境省生物多様性センター
（平成30年度中大型哺乳類分布調査）

北海道＋129％

東北＋134％

四国－88％

関東＋126％

中部＋127％

中国＋270％

■平成15年度調査でのみ生息情報を確認した5kmメッシュ
■平成15及び30年度調査の両方で生息情報を確認した5kmメッシュ
■平成30年度調査でのみ生息情報を確認した5kmメッシュ
■平成30年度調査で一時的な生息情報が得られた5kmメッシュ

クマ類の推定個体数

【推定個体数の増減傾向】

：増加傾向

：変化なし

：減少傾向

※その他の都府県は推定個体数の増減の評価を行っていない。

資料：第11次鳥獣保護管理事業計画期間（平成24年度から平成28年度）と
第12次鳥獣保護管理事業計画期間（平成29年度から令和2年度）の
特定鳥獣保護管理計画による評価。

資料：都道府県のクマ類に関する第一種特定鳥獣保護計画及び
第二種特定鳥獣管理計画のほか、第5期山梨県ツキノワグマ
保護管理指針、奈良県ツキノワグマ保護管理計画より作成

※１東中国（兵庫県・鳥取県・岡山県）は３県合計の生息数
※２西中国（島根県・広島県・山口県）は３県合計の生息数
※３中央値が記載されていない場合は下限値及び上限値の平均値を用いた

近畿＋169％
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クマ類の地域ごとの保護・管理について

3

月山・
朝日飯豊

中央南
アルプス

凡例
■ 個体数水準４
【成獣個体数】800頭以上
【分布域】広く分布

■ 個体数水準３

【成獣個体数】400-800頭程度
【分布域】他個体群との連続性が制限

■ 個体数水準２

【成獣個体数】100-400頭程度
【分布域】狭く、他個体群との連続性が少ない

■ 個体数水準１

【成獣個体数】100頭以下
【分布域】きわめて狭く孤立

渡島半島

道東・宗谷

日高・夕張

天塩・増毛

積炭・恵庭

ヒグマ（５ユニット） ツキノワグマ（18ユニット）

○ クマ類は、地域によって個体数や分布の状況が異なることから、地域個体群の状況に応じた保護・管理が必要
（例：九州は絶滅、四国は個体数20頭程度）。

○ 環境省では、ヒグマ・ツキノワグマの地域個体群ごとに23の「保護管理ユニット」を設定。都道府県は、各ユニッ
トの個体数水準を踏まえ、特定鳥獣保護管理計画を作成し、地域の実情に即した対策を実施。

資料：環境省「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（クマ類編） 」より作成
※個体数水準は2016（平成28）年度における都道府県の特定計画等を参考としているため、今後
情報の更新が必要。 2
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ツキノワグマの出没状況（全国）

直近5年のクマの出没件数（月別）

3

クマの出没件数（年度別）
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○ 本年４月～10月までのツキノワグマの出没件数は、平成21年度以降の同時期で過去最多を記録。
○ 令和5年度は9月以降にツキノワグマの出没件数が増加し、10月の出没件数は過去最多を記録。
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ツキノワグマの出没状況（地方別）

4

【地方の分類】
⚫ 東北地方：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
⚫ 関東地方：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
⚫ 北陸地方：新潟県・富山県・石川県・福井県
⚫ 中部地方：山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
⚫ 近畿地方：滋賀県・京都府・大阪府
⚫ 紀伊半島：三重県・奈良県・和歌山県
⚫ 東中国地方：兵庫県・鳥取県・岡山県
⚫ 西中国地方：島根県・広島県・山口県
⚫ 四国地方：徳島県・香川県・愛媛県・高知県

※１：月別の出没件数は令和５年10月までの速報値
※２：数値は都道府県から聞き取った速報値。
※３：出没件数の集計方法は、都道府県ごとにそれぞれ異なる（警察への通報件数、市町村からの情報など）。

○ 令和５年度10月末時点でのツキノワグマの出没件数は、東北が約6割（11,163件）を占め、特に岩手県
（5,158件）、秋田県（3,000件）の２県で全体の約４割を占めている。

○ 令和５年度の傾向として、東北、関東、北陸において10月の出没件数の増加がみられた。



ツキノワグマの出没状況（東北地方）

5

○ 令和5年度では、岩手、秋田、宮城、山形県で8月以降の出没件数が増加した。
○ 東北での出没件数の増加は、ブナ科堅果類の凶作の影響による可能性が考えられた。

令和５年の東北地方

ブナの開花・結実の状況

都道府
県

開花 結実

青森県 大凶作 大凶作

岩手県 大凶作 大凶作

宮城県 大凶作 大凶作

秋田県 大凶作 大凶作

山形県 大凶作 大凶作

種類 開花 結実

ブナ 大凶作 凶作

ミズナラ 並作 並作

コナラ 並作 並作

令和５年の福島県（全体）
ブナ類の開花・結実の状況

資料：東北森林管理局 ブナ開花・結実調査より作成 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/sidou/buna.html 令和５年12月5日閲覧
福島県 堅果類（ブナ、ミズナラ、コナラ）豊凶調査より作成 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/kennkaruityousakekka.html 令和５年12月5日閲覧
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クマ類による人身被害の発生状況（全国）

クマによる人身被害件数

○ 令和５年度の11月末までのクマ類による人身被害の発生件数（人数）は193件（212人、うち死亡6人）
となっており、月別の統計のある平成18年度以降最多ペース。

○ 令和５年度は、９月以降に顕著に増加し、10月の人身被害の発生件数は過去最多。
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クマ類による人身被害の発生状況（地方別）
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○ 平成20年度以降で令和５年度の人身被害件数が過去と比較して最も多かったのは東北のみであった。



クマ類による人身被害の発生状況（月別）

8

※１：ヒグマ、ツキノワグマともに年度別の人身被害件数は令和５年11月までの速報値を示した。
※２：四国は平成26年度～令和５年度の間にツキノワグマによる人身被害は発生していないため省略した。

○ 東北では、平成26年度以降で最多の人身被害が発生し、９月から11月にかけて大きく増加した。
○ 秋田県（62件）、岩手県（44件）では、10月に多くの人身被害が発生した。
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令和５年度ツキノワグマによる人身被害の発生場所

○ 全国の9月及び10月の人身被害の発生場所は、約４割が人家周辺で発生。
○ 東北３県の人身被害の発生場所は、特に秋田県で人の生活圏での人身被害が多い。
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東北３県（青森県、岩手県、秋田県）



クマ類の捕獲数（全国・月別）

○ 東北地方の許可捕獲数が例年多く、令和５年度の許可捕獲数は、平成25年度以降最多を記録。
○ 令和５年度の許可捕獲数は９月以降がピーク（令和元年度～４年度は８月がピーク）

地方別許可捕獲数（年度別）
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※１：許可捕獲数は、令和５年10月までの速報値（放獣数含む）
※２：四国は速報値による捕獲実績がないため図から省略した。

令和5年度の東北
過去最多の捕獲数

例年東北が多い傾向

10
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令和５年度の環境省の対策の経緯

9月5日 ●
クマ被害対策等に関する
関係省庁連絡会議（第１回）

○クマ類の保護・管理に係る関係省庁による情報共有、意見交換。
今秋の出没予測を踏まえ、都道府県に対して十分な警戒を行うよう注意喚起。

10月24日 ●
クマによる人身被害の防止に
向けた環境大臣談話

○クマによる人身被害を防止するため、人とクマとの距離を確保するために
国民に注意してほしいことについて、大臣から国民に向けて発信。

10月31日 ●
クマ被害対策等に関する
関係省庁連絡会議（第２回）

○クマ類の保護・管理に係る関係省庁による情報共有、意見交換。
都道府県に対して出没対策の徹底を再依頼。

11月1日 ●
「クマ対策専門家緊急派遣事業」
の開始

○環境省に登録されているクマ対策の専門家を出没地域に派遣し、
出没対策等の指導・助言を行う事業を開始。

11月29日 ●
令和５年度補正予算「クマ緊急
出没対応事業」の措置

○人の生活圏に出没するクマの生息状況調査や捕獲手法の検討等の
都道府県の取組を緊急的に支援するための予算を措置（7,250万円）。

12月7日 ●
都道府県鳥獣行政担当者会議
（クマ対策）の開催

○クマ類による人身被害の発生状況や対策等について、
都道府県担当者と情報共有・意見交換。

○ 本年９月以降、クマ類の今秋の出没予測等を踏まえ、都道府県等に対する注意喚起や人身被害の防止に
向けた各種取組の支援等を実施。

11



鳥獣保護管理法における「指定管理鳥獣」に関する規定

（４） 指定管理鳥獣
ア 対象種

指定管理鳥獣は、全国的に生息数が著しく増
加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥
獣であって、生活環境、農林水産業又は生態系
に深刻な被害を及ぼす鳥獣のうち、当該鳥獣の
生息状況及びその将来予測、当該鳥獣による被
害状況、第二種特定鳥獣管理計画の実施状
況等を勘案して、集中的かつ広域的に管理を図
る必要がある鳥獣（希少鳥獣を除く。）として、
環境省令で定めるものとする。
国は、全国的に生息数が増加し、又は生息地

の範囲が拡大している鳥獣の生息状況、当該鳥
獣による生活環境、農林水産業又は生態系に
係る被害状況等について、都道府県の調査結果
から情報を収集し、動向を把握し、全国的な観
点から評価を行い、指定の必要性を判断して、
適切な時期に指定管理鳥獣の指定及び見直し
を行う。

（定義等）
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は
哺乳類に属する野生動物をいう。

５ この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少
鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に
管理を図る必要があるものとして環境省令で定
めるものをいう。

鳥獣保護管理法

（指定管理鳥獣）
第一条の三 法第二条第五項の環境省令で定め
る鳥獣は、Sus scrofa（イノシシ）及び
Cervus nippon（ニホンジカ）とする

鳥獣保護管理法施行規則（省令）

基本指針（環境省告示）
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指定管理鳥獣捕獲等事業の概要（法第14条の２）

基本指針

鳥獣保護管理事業計画

第一種特定鳥獣保護計画
（減少している鳥獣の保護に関する計画)

即して作成

第二種特定鳥獣管理計画
（増加している鳥獣の管理に関する計画)

指定管理鳥獣捕獲等事業に
関する実施計画

（集中的・広域的管理の必要がある指定管理
鳥獣の捕獲等事業に関する実施計画：任意）

対象：都道府県

都道府県

環境省

※指定管理鳥獣：ニホンジカ、イノシシ
（集中的かつ広域的に管理を図る必要のある鳥獣）

〇 捕獲等の禁止（法第８条）を適用しない。
※

〇 鳥獣の放置の禁止（法第18条）を適用しな

い。ただし、生態系に重大な影響を及ぼすおそ

れがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実
施に当たって特に必要があると認められる場合と

して環境省令で定める場合に該当するときに限

る。

〇 夜間銃猟の禁止（法第38条第１項）を適用

しない。ただし、委託を受けた認定鳥獣捕獲等
事業者が、実施日時、実施区域、実施方法、

実施体制等について、都道府県知事の確認を

受けて実施するときに限る。

指定管理鳥獣捕獲等事業に関する
実施計画に基づく事業に係る特例

※指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、法第９条第１項による
鳥獣の捕獲等の都道府県知事の許可を受けた者とみなされる。
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

○実施計画の策定、生息状況調査等

○ニホンジカ・イノシシの捕獲

⇒ニホンジカ捕獲支援の強化

○捕獲手法の技術開発、広域的な捕獲の強化
【活用事例】
・ICTを活用したわな猟の検証、
・都道府県と市町村との連携による捕獲、
・県境をまたぐ広域捕獲の実施 など

○認定鳥獣捕獲等事業者等の育成

○ジビエ利用拡大等のための狩猟捕獲支援

⇒雌ジカ捕獲支援の強化

事業イメージ

都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲等を支援します。

【令和６年度予算（案） 200百万円（200百万円）】

【令和５年度補正予算額 2,300百万円】

指定管理鳥獣捕獲等事業費

ニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目標の達成及び豚熱ウイルスの拡散防止等を目的としたイノシシの
捕獲強化に向けて、都道府県等が行うニホンジカ・イノシシの捕獲事業等を交付金により支援する。

ニホンジカ・イノシシの半減目標（平成23年度比）の達成及び豚熱収束

後のイノシシの個体数の増加を防ぐため、都道府県等が行う以下の取組に

ついて交付金により支援する（特に半減目標の達成が困難なニホンジカに

ついて更なる捕獲体制強化が必要）。

①指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画策定、生息状況調査等

②指定管理鳥獣の捕獲等（ニホンジカ・イノシシ）

③効果的な捕獲の促進（捕獲手法の技術開発・市町村連携による捕獲

・広域連携による捕獲）

④認定鳥獣捕獲等事業者等の育成（捕獲技術向上のための研修会等）

⑤ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成（食肉衛生の講習会等）

⑥ジビエ利用拡大等のための狩猟捕獲支援（捕獲個体の搬入への支援・

捕獲強化のための狩猟捕獲経費補助）

交付金（補助率１／２、２／３、定額）

都道府県、協議会

平成26年度～令和10年度（予定）
半減目標の達成

交
付
金
に
よ
る
支
援

都道府県等国

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 電話：03-5521-8285

■交付対象

ニホンジカ・イノシシの捕獲促進
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